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東京電力福島原子力発電所事故調査委員会報告の 

提言の実現を求める意見書 (案) 

 

 

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第 109 条の 2 第 5 項及び会議規則

第 14条第 3項の規定により提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京電力福島原子力発電所事故調査委員会報告の 

提言の実現を求める意見書（案）  

 

去る７月５日、国会事故調査委員会は、衆参両院議長に対し東京電力福島原

子力発電所事故に関する報告書を提出した。この中では、もっとも基本的なこ

とを反映したものとして次の７つの提言を示している。 

 

提言１：規制当局に対する国会の監視 

提言２：政府の危機管理体制の見直し 

提言３：被災住民に対する政府の対応 

提言４：電気事業所の監視 

提言５：新しい規制組織の要件 

提言６：原子力法規制の見直し 

提言７：独立調査委員会の活用 

 

国会は、事故調査委員会を立ち上げ報告を受けた以上、当然その報告書に沿

って行動すべきである。よって、国会は、この７つの提言の実現に向けた実施

計画を速やかに策定し、その進捗状況を国民に公表することを強く求めるもの

である。 

 

以上地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 
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